
奈
良
県
訓
令
第
九
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

奈
良
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
四
条
第
二
項
中
「
法
務
文
書
を
担
当
す
る
総
務
部
理
事
又
は
総
務
部
次
長
」
を
「
総
務
部
長
」
に

改
め
る
。

「

「

デ

別
表
の
本
庁
に
お
け
る
記
号
の
表
総
務
部
の
項
中

デ
ジ
タ
ル
戦
略
課

デ
ジ
戦

を
」

デ

ジ
タ
ル
戦
略
課

デ
ジ
戦

「

に
改
め
、
同
表
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
の
項
中

な
ら
歴
史

ジ
タ
ル
管
理
室

デ
ジ
管

」

「

芸
術
文
化
村
整
備
推
進
室

歴
芸
推

を

大
和
平
野
中
央
構
想
推
進
室

大
和
構

」

」

に
改
め
る
。

「

奈
良
県
自
動
車
税
事
務
所

自
税

「

別
表
の
出
先
機
関
に
お
け
る
記
号
の
表
中

を

奈

な
ら
歴
史
芸
術
文
化
村

歴
芸
村

」
「

「

奈
良

良
県
自
動
車
税
事
務
所

自
税

に
、

奈
良
県
立
美
術
館

美

を

」

」

な
ら

県
立
美
術
館

美

に
改
め
る
。

歴
史
芸
術
文
化
村

歴
芸
村

」
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